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上記審査請求人（以下「請求人」という。）が平成２１年８月１２日付けで提起･した生
活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第６３条め規定による費用
返還決定処分に係る審査請求について、次のとおり裁決する。

主

新潟市長（以下「処分庁」という。）
より行った、費用返還決定処分（以下

文

が平成２１年６月１２日付け新江健第９３２号に
｢本件処分｣ という。)二を取り消す。

ｌ　　　　 不 服 の 要 旨

本件審査請求の趣旨は、処分庁が請求人に対して平成２１年６月１２日付けで行った
本件処分について、その取り消しを求めるというものであり、その理由の要旨は次のと
おりである。　　　　　　　　/
（i）処分庁は本件処分の決定に当たり、請求人には自立更生に必要な額があるにもかか
わらず、自立更生計画額（被保護世帯の自立更生のために充てられる額。以下「自立
更生額」という。）について必要な検討をせず、返還額を決定してい､ること。　　 ＼

（2）請求人の知人に対する債務の返済は、請求人の社会とのつながりの確保！維持のた
めに必要であり、請求人の社会生活自立支援として、知人への返済額を自立更生額と
して認めるべきであること。

裁 決 の 理 由

１　処分庁の弁明　　　　　　　　　･白
処分庁の弁明の趣旨は、本件審査請求の棄却を求めるものであり、その理由は次の

とおりである。
（1）請求人が、遡及年金を受給したため、保護の実施要領（次）第8-3-  (2)  -
アー（ア）に基づき、その実際の受給額を収入として認定した。

（2）遡及年金については、全額返還対象として生活保護法第６３条に基づき返還決定
したものである。



２　請求人の反論
∧(1) 処分庁の弁明書には本件処分の決定を適当とする具体的かつ明確な事情に関する

言及がない。　 コ　　　　　　 △　　　卜
(2) 新潟市江南福祉事務所の保護台帳にも検討経過及び結果に対する具体的記述は見
当たらない。　　　　　　　　　　　‥

ジ(3匚以上のことから、本件について｡ 処分庁が自立更生額について具体的検討を経ず
に、生活保護法第６３条と厚生労働事務次官通知第8  - 3 -  (2) - アー(ア)を形式的
に適用したことは明らかであり、手続き及び結論において不当であることは自明で
ある。　　　　　　　　　　　　｡･
(4) したがって、'本件処分は取消を免れないものと思料する。

３　当事者の争点　　卜
審査請求書、弁明書並びに反論書から本件審査請求の争点を要約すると、次のとお

り･である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡｡
（1）処分庁は処分を行うにあたって、検討すべき事項について検討を行うなど、適
正な手続きを経て本件処分を行っているか。

（2）処分庁が、請求人の知人に対する債務の返済を自立更生額として認めなかったこ
とは妥当か。　　　　　　　　　　　　　　　 グ

４　認定事実
当事者の主張及び提出された証拠から、次の事実が認められる。

（1） 請求 人は、平成 １４年 １０月２４日から法に基づく保護を受けていたところ、年
金の受給資格を有していたことが判明し、裁定手続きを行って、平成２１年４月１

い　５日に、平成１６年４月から平成２ １年３月まで の年金4,894,131 円の給付を受けた。
（2） 処 分庁が平成１ ９年 １月から平成２１年４月までに支弁した扶助費は13,123,300
円で あり、そ の内訳は、生活扶助720,800 円、医療扶助12,402,500 円である。

（3） 処 分庁 は、知人 に対 する債務の返済を自立更生額として認めて欲しいとの請求人
の申し出を受けて、平成２１年６月３日にケース診断会議を開催し、請求人の知人

卜　 に対する債務の存在が認定し難いこと及び知人に対する債務を返済しなければ請求
人の自立生活を著しく阻害するとは認められないことから、自立更生額を認めず、
受給した年金額を限度として支給した保護費の全額を返還させることとした。

（4）処 分庁 のケ ース診断 会議結果表、ヶ－ス記録票並びに本件処分に係る起案におい
て、「知人に対する債務の返済」以外に自立更生額認定の可否についての、検討経過
等の記述は認められない。　　　　　　　 卜

（5） 処分庁 は、平 成２１年 ６月１２Ｈ 付で、平成１６年４月から２１年１月分までの
年金4,687,871 円を返還するよう文書で通知したが、同通知には自立更生額の決定理
由が記載されていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダ
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５　 審 査 庁 の 判 断

（1）費 用 返 還 決 定 に つ い て　　　　　　　　 卜

処 分 庁 が 平 成 ２ １ 年 ６ 月 １ ２ 日 付 で 行 っ た 費 用 返 還 決 定 は 、 上 記 認 定 事 実 の と お

り 、 処 分 庁 が 年 金 を 法 第 ６ ３ 条 に 定 め る 資 力 と 認 定 し た 上 で 、 同 条 に 基 づ き 行 っ た

も の で あ る 。　　　　　　 く　　　　　 、

法 第 ６ ３ 条 は 、 被 保 護 者 が 急 迫 の 場 合 に お い て 資 力 が あ る に も か か わ ら ず 、 保 護

を 受 け た と き は 、 保 護 に 要 す る 費 用 を 支 弁 し た 都 道 府 県 又 は 市 町 村 に 対 し て 、 速 や

か に そ の 受 け た 保 護 金 品 に 相 当 す る 金 額 の 範 囲 内 にお い て 保 護 の 実 施 機 関 の 定 め る

加 を 返 還 し な け れ ば な ら な い と 定 め て い る 。 こ め 資 力 と は 、 法 第 ４ 条 に 定 め る 利 用

し 得 る 資 産 、 能 力 そ の 他 あ ら ゆ る も の を 含 む も の とし て い る 。

本 件 の 場 合 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 が 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ ５ 日 に 受 給 し た 平 成 １ ６ 年 ４

丁　　　　　　　i,　　　　　　　　　　　　1月 か ら 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ま で の 年 金 のう ち 、 平 成 １ ６年 ４ 月 か ら 平 成 ２ １ 年 １ 月 ま で

の も の を 請 求 大 の 資 力 と 認 定 し た も の で あ り √ こ れ は 法 第 ４ 条 に 定 め る 資 産 等 の 範

囲 に 含 ま れ る も の で あ る か ら 、 法 第 ６ ３,条 の 規 定 に基 づ き 、 費 翔 返 還 決 定 を 行 っ た

こ と は 妥 当 で あ る０. ・　　　　　　　　
・　　　　　　　　　　　　　　.I　　　　　　　　　　　　　　・

（2） 返 還 対 象 額 に つ い て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜

処 分 庁 は 、 請 求 人 が 受 給 し た 年 金4,894,131 円 の う ち 平 成 ２ １年 ２ 月 分 と ３ 月 分 を

除 く4,687,871 円 を 返 還 対 象 額 と し て 決 定 し て い る 。　　　　　　　 匸　 丿

一 方 で 、 処 分 庁 が 請 求 人 に 対 し て 支 弁 し た 保 護 費 は 平 成 １ ９ 年 １ 月 か ら 平 成 ２ １

年 ４ 月 分 ま で で13,12 り00 円 で あ る 。　　　　　　　　　　 卜

返 還 対 象 額 と し た 年 金 額4,687,871 円 は 、処 分 庁 が 支 弁 し た 保 護 費 の 範 囲 内 に あ り 、

法 第6/3 条 の 規 定 に よ る 「そ の 受 け た 保 護 金 品 に 相 当 す る 金 額 の 範 囲 内 」 で あ る か

ら 、 適 正 で あ る と 判 断 さ れ る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二

（j） 費 用 返 還 額 の 決 定 に つ い て

知 人 に 対 す る 債 務 の 返 済 を 自 立 更 生 額 と し て 認 め て 欲 し い と の 請 求 人 の 申立 に 対

し て 、 処 分 庁 は 、 ケ ー ス 診 断 会 議 で 検 討 し た 上 で 自 立 更 生 額 を 認 め ず 、 保 護 の実 施

要 領 （ 次 ） 第8  -  3  -  (2) - ア ー （ア ） に 基 づ き 、 実 際 の 年 金 受 給 額 全 額 につ い て 、

法 ６ ３条 の 規 定 に よ り 返 還 決 定 し た も の で あ る 。

処 分 庁 が 、 請 求 人 の 知 人 に 対 す る 債 務 の 返 済 を 自 立 更 生 額 と し て 認 め な か っ た と

と に つ い て は 、 そ もそ も 、 処 分 庁 が 当 該 債 務 の 存 在 を 認 め ず 、 具 体 的 な 検 討 を 行 っ

て い な い こ と か ら 、 そ の 妥 当 性 に つ い て 当 庁 と し て は 判 断 は 行 わ な い 。

し か し な が ら 、 自 立 更 生 額 認 定 の 可 否 に つ い て 検 討 す る に 当 た っ て 考 慮 す べ き 事

情 は 、 請 求 人 の 「知 人 に 対 す る 債 務 の 返 済 」 に 限 ら れ る も の で は な く 、 請 求 人 の 今

＼ 後 の 生 活 設 計 等 か ら､判 断 し て 、 自 立 更 生 の た め に 真 に 必 要 な 額 の 有 無 に つ い て 検 討

を 行 う と と が 必 要 で あ る と こ ろ 、 自 立 更 生 額 認 定 の 可 否 に つ い て の 検 討 を 行 っ た と

レ 認 め ら れ る 記 録 は な く 、 し た が っ て 、 ご の 検 討 を 経 ず に 行 っ た 本 件 処 分 は 適 正 な も

の と は 認 め ら れ な い 。

陣



（4）返還決定通知書における理由の附記についで　　　　　　　　　　　　卜
行政処分の決定通知書には、決定の理由を附さなければならず、その理由は、ど

のような事実と法的理由により当該処分が行われたのか、処分の相手方が十分了知
できる程度に示すことが必要であるところ、返還額決定通知書に自立更生額を認め
ないと決定した理由を附記していないことから、本件処分は、適法とは認められな
い。　　　　　　づ

６　結論　　　　　　 二　。･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
以上のことから、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４０号第３項の

規定により、主文のとおり裁決する。　　　　　　　　　／

平成２２年１０月亅 日
新潟県知事 泉田　裕
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（付記）
１　この裁決について不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から起
算して３ ０日以内に、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。／
２　この裁決について不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から起
算して６箇月以内（裁決についての再審査請求を行った場合は、当該再審査請求に
対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内）に、新潟県を
被告（訴訟においては知事が被告の代表者となります。）として新潟地方裁判所にこ
の裁決についての取消の訴えを提起することができます。
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